
資料１ 

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就

業の促進に関する法律」の施行状況の検討に係る有識者会議 

 

 

１．趣旨 

 「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就

業の促進に関する法律」（平成 30年法律第 37号。以下「法」という）附則第５条

第１項に規定する、令和６年３月 31 日までの法の施行状況の検討を行うため、

「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就

業の促進に関する法律」の施行状況の検討に係る有識者会議（以下、「会議」とい

う）を開催する。 

 

２．構成 

（１）会議は、内閣官房デジタル田園都市国家構想担当大臣の下に開催する。 

（２）会議の座長は、内閣官房デジタル田園都市国家構想担当大臣が指名する。 

（３）会議の委員は、内閣官房デジタル田園都市国家構想担当大臣が指名する。 

（４）座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３．庶務 

会議の庶務は、文部科学省ほか関係省庁の協力を得て、内閣官房において処理

する。 

 

４．運営 

 会議は、原則として公開し、会議後、会議資料及び議事録を公開する。 

  



資料１ 

（別紙） 
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